
投資信託等の運用に関する規則に関する細則

「投資信託等の運用に関する規則に関する細則」の一部改正

平成 27 年７月 16 日

（下線部分変更箇所）

新 旧

投資信託等の運用に関する規則に関する細則

第１条～第２条 （略）

（外国投資信託証券の要件）

第３条 規則第12条第１項第５号及び第22条第１項第１号なお書に規定する細則で定め

る要件に適合する外国投資信託証券は、次に掲げる要件に適合している外国投資信託

証券とする。

（１）次に掲げる要件を満たしている国又は地域の法令に基づき設立されたものである

こと

イ 外国投資信託証券に係る制度について法令が整備されていること

ロ 外国投資信託証券に係る開示について法令等が整備されていること

ハ 外国投資信託証券の発行者を監督する監督官庁又はこれに準ずる機関が存在して

いること

ニ 外国投資信託証券の購入代金、売却代金及び果実等について送受金が可能である

こと

（２） （略）

（以下略）

附 則

この改正は、平成 27 年７月 16 日から実施する。

投資信託等の運用に関する規則に関する細則

第１条～第２条 （同 左）

（外国投資信託証券の要件）

第３条 規則第 12 条第１項第４号及び第 22 条第１項第１号なお書に規定する細則で定め

る要件に適合する外国投資信託証券は、次に掲げる要件に適合している外国投資信託

証券とする。

（１）次に掲げる要件を満たしている国又は地域の法令に基づき設立されたものである

こと

イ 外国投資信託証券に係る制度について法令が整備されていること

ロ 外国投資信託証券に係る開示について法令等が整備されていること

ハ 外国投資信託証券の発行者を監督する監督官庁又はこれに準ずる機関が存在して

いること

ニ 外国投資信託証券の購入代金、売却代金及び果実等について送受金が可能である

こと

（２） （同 左）

（同 左）
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